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○
経
済
産
業
省
令
第
三
十
九
号

電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
電
気
事
業
法
関
係
手
数
料
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年
三
月
二
十
九
日

経
済
産
業
大
臣

中
川
昭
一

電
気
事
業
法
関
係
手
数
料
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

電
気
事
業
法
関
係
手
数
料
規
則
（
平
成
七
年
通
商
産
業
省
令
第
八
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
別
表
第
二
の
と
お
り
」
を
「
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
中
欄
に
定
め
る
金
額
（
電
子

申
請
（
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
三
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
う
申
請
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
金
額
）
」
に
改
め
る
。

第
三
条
中
「
別
表
第
三
の
と
お
り
」
を
「
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
中
欄
に
定
め
る
金
額
（
電
子

申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
金
額
）
」
に
改
め
る
。
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第
五
条
中
「
別
表
第
五
の
と
お
り
」
を
「
別
表
第
五
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
中
欄
に
定
め
る
金
額
（
電
子

申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
金
額
）
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
第
一
号
中
「
六
千
四
百
円
」
を
「
六
千
六
百
円
」
に
改
め
、
同
表
第
五
号
中
「
二
千
五
百
円
」
を
「
二
千
六
百
円

」
に
改
め
、
同
表
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

備
考

電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
お
け
る
こ
の
表
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
一
号
中
「
六
千
六
百
円
」
と
あ
る
の
は
「
四
千

七
百
五
十
円
」
と
、
第
五
号
中
「
二
千
六
百
円
」
と
あ
る
の
は
「
千
五
百
五
十
円
」
と
す
る
。

別
表
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
二
（
第
二
条
関
係
）

区

分

金

額

電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に

お
け
る
金
額

一

発
電
所
の
設
置
の
工
事

（
一
）
原
子
力
発
電
所
の
設
置
の
工
事

千
五
十
万
千
六
百
円

千
四
十
八
万
二
千
六
百
円

（
二
）
そ
の
他
の
発
電
所
（
発
電
所
の
う
ち
水
力
発
電

十
六
万
二
百
円

十
四
万
九
千
六
百
円
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所
、
火
力
発
電
所
、
原
子
力
発
電
所
、
燃
料
電
池

発
電
所
、
太
陽
電
池
発
電
所
及
び
風
力
発
電
所
以

外
の
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
設
置
の
工

事

二

発
電
所
の
変
更
の
工
事

（
一
）
発
電
設
備
（
発
電
機
そ
の
他
の
発
電
機
器
並
び

に
そ
の
発
電
機
器
と
一
体
と
な
っ
て
発
電
の
用
に

供
さ
れ
る
原
動
力
設
備
及
び
電
気
設
備
の
総
合
体

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
設
置
の
工
事

１

原
子
力
発
電
所
に
お
け
る
発
電
設
備
の
設
置
の

千
十
六
万
千
七
百
円

千
十
四
万
二
千
七
百
円

工
事

２

そ
の
他
の
発
電
所
に
お
け
る
発
電
設
備
の
設
置

十
六
万
二
百
円

十
四
万
九
千
六
百
円

の
工
事
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（
二
）
発
電
設
備
の
設
置
の
工
事
以
外
の
変
更
の
工
事

１

原
子
力
設
備
に
係
る
工
事

原
子
炉
本
体
に
係
る
工
事

(1)
イ

熱
出
力
の
変
更
を
伴
う
改
造
の
工
事

三
百
六
十
四
万
九
千
百
円

三
百
六
十
三
万
百
円

ロ

熱
出
力
の
変
更
を
伴
う
改
造
の
工
事
以
外

四
十
二
万
九
千
七
百
円

四
十
一
万
七
百
円

の
変
更
の
工
事

原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
に
係
る
工
事

四
十
二
万
九
千
七
百
円

四
十
一
万
七
百
円

(2)

計
測
制
御
系
統
設
備
に
係
る
工
事

四
十
二
万
九
千
七
百
円

四
十
一
万
七
百
円

(3)

燃
料
設
備
に
係
る
工
事

四
十
二
万
九
千
七
百
円

四
十
一
万
七
百
円

(4)

放
射
線
管
理
設
備
に
係
る
工
事

四
十
二
万
九
千
七
百
円

四
十
一
万
七
百
円

(5)

廃
棄
設
備
に
係
る
工
事

四
十
二
万
九
千
七
百
円

四
十
一
万
七
百
円

(6)

原
子
炉
格
納
施
設
に
係
る
工
事

四
十
二
万
九
千
七
百
円

四
十
一
万
七
百
円

(7)

排
気
筒
に
係
る
工
事

二
十
三
万
四
千
円

二
十
二
万
四
千
六
百
円

(8)
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蒸
気
タ
ー
ビ
ン
に
係
る
工
事

(9)
イ

設
置
又
は
取
替
え
の
工
事

五
十
七
万
五
千
四
百
円

五
十
六
万
六
千
円

ロ

取
替
え
以
外
の
変
更
の
工
事

二
十
八
万
二
千
五
百
円

二
十
七
万
三
千
百
円

補
助
ボ
イ
ラ
ー
に
係
る
工
事

(10)
イ

設
置
又
は
取
替
え
の
工
事

四
十
七
万
八
千
三
百
円

四
十
五
万
九
千
三
百
円

ロ

取
替
え
以
外
の
変
更
の
工
事

二
十
三
万
四
千
円

二
十
二
万
四
千
六
百
円

補
助
ボ
イ
ラ
ー
に
属
す
る
燃
料
燃
焼
設
備
に

二
十
三
万
四
千
円

二
十
二
万
四
千
六
百
円

(11)
係
る
工
事

補
助
ボ
イ
ラ
ー
に
属
す
る
ば
い
煙
処
理
設
備

二
十
三
万
四
千
円

二
十
二
万
四
千
六
百
円

(12)
に
係
る
工
事

２

そ
の
他
の
発
電
所
に
お
け
る
原
動
力
設
備
に
係

十
万
七
千
五
百
円

九
万
六
千
九
百
円

る
工
事

３

電
気
設
備
に
係
る
工
事
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発
電
機
に
係
る
工
事

(1)
イ

容
量
三
万
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア
未
満
の

十
一
万
九
千
四
百
円

十
一
万
千
百
円

発
電
機
に
係
る
も
の
（
容
量
を
三
万
キ
ロ
ボ

ル
ト
ア
ン
ペ
ア
以
上
と
す
る
も
の
を
除
く
。

）
ロ

容
量
三
万
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア
未
満
の

二
十
万
九
千
三
百
円

二
十
万
二
百
円

発
電
機
の
容
量
を
三
万
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ

ア
以
上
三
十
万
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア
未
満

と
す
る
も
の
及
び
容
量
三
万
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア

ン
ペ
ア
以
上
三
十
万
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア

未
満
の
発
電
機
に
係
る
も
の
（
容
量
を
三
十

万
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア
以
上
と
す
る
も
の

を
除
く
。
）
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ハ

容
量
三
十
万
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア
未
満

二
十
五
万
六
千
八
百
円

二
十
四
万
七
千
七
百
円

の
発
電
機
の
容
量
を
三
十
万
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア

ン
ペ
ア
以
上
六
十
万
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア

未
満
と
す
る
も
の
及
び
容
量
三
十
万
キ
ロ
ボ

ル
ト
ア
ン
ペ
ア
以
上
六
十
万
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア

ン
ペ
ア
未
満
の
発
電
機
に
係
る
も
の
（
容
量

を
六
十
万
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア
以
上
と
す

る
も
の
を
除
く
。
）

ニ

容
量
六
十
万
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア
未
満

三
十
万
五
千
五
百
円

二
十
九
万
五
千
五
百
円

の
発
電
機
の
容
量
を
六
十
万
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア

ン
ペ
ア
以
上
と
す
る
も
の
及
び
容
量
六
十
万

キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア
以
上
の
発
電
機
に
係

る
も
の
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変
圧
器
に
係
る
工
事
（
こ
れ
に
伴
う
他
の
電

(2)
気
設
備
（
発
電
機
、
周
波
数
変
換
機
器
及
び
整

流
機
器
を
除
く
。
）
の
設
置
又
は
変
更
の
工
事

を
含
む
。
）

イ

容
量
五
万
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア
未
満
の

十
一
万
九
千
四
百
円

十
一
万
千
百
円

変
圧
器
に
係
る
も
の
（
容
量
を
五
万
キ
ロ
ボ

ル
ト
ア
ン
ペ
ア
以
上
と
す
る
も
の
を
除
く
。

）
ロ

容
量
五
万
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア
未
満
の

二
十
万
九
千
三
百
円

二
十
万
二
百
円

変
圧
器
の
容
量
を
五
万
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ

ア
以
上
三
十
万
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア
未
満

と
す
る
も
の
及
び
容
量
五
万
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア

ン
ペ
ア
以
上
三
十
万
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア
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未
満
の
変
圧
器
に
係
る
も
の
（
容
量
を
三
十

万
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア
以
上
と
す
る
も
の

を
除
く
。
）

ハ

容
量
三
十
万
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア
未
満

二
十
五
万
六
千
八
百
円

二
十
四
万
七
千
七
百
円

の
変
圧
器
の
容
量
を
三
十
万
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア

ン
ペ
ア
以
上
六
十
万
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア

未
満
と
す
る
も
の
及
び
容
量
三
十
万
キ
ロ
ボ

ル
ト
ア
ン
ペ
ア
以
上
六
十
万
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア

ン
ペ
ア
未
満
の
変
圧
器
に
係
る
も
の
（
容
量

を
六
十
万
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア
以
上
と
す

る
も
の
を
除
く
。
）

ニ

容
量
六
十
万
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア
未
満

三
十
万
五
千
五
百
円

二
十
九
万
五
千
五
百
円

の
変
圧
器
の
容
量
を
六
十
万
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
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ン
ペ
ア
以
上
と
す
る
も
の
及
び
容
量
六
十
万

キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア
以
上
の
変
圧
器
に
係

る
も
の

負
荷
時
電
圧
調
整
器
に
係
る
工
事

十
一
万
四
千
四
百
円

十
万
五
千
二
百
円

(3)

負
荷
時
電
圧
位
相
調
整
器
に
係
る
工
事

十
一
万
四
千
四
百
円

十
万
五
千
二
百
円

(4)

調
相
機
に
係
る
工
事

十
一
万
四
千
四
百
円

十
万
五
千
二
百
円

(5)

周
波
数
変
換
機
器
に
係
る
工
事

二
十
万
四
千
三
百
円

十
九
万
四
千
三
百
円

(6)

整
流
機
器
に
係
る
工
事

二
十
万
四
千
三
百
円

十
九
万
四
千
三
百
円

(7)

遮
断
器
に
係
る
工
事

(8)
イ

電
圧
一
万
ボ
ル
ト
未
満
の
遮
断
器
に
係
る

七
万
五
千
百
円

六
万
六
千
七
百
円

も
の

ロ

電
圧
一
万
ボ
ル
ト
以
上
の
遮
断
器
に
係
る

十
一
万
四
千
四
百
円

十
万
五
千
二
百
円

も
の
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蓄
電
池
に
係
る
工
事

七
万
五
千
百
円

六
万
六
千
七
百
円

(9)
４

附
帯
設
備
に
係
る
工
事

十
一
万
四
千
四
百
円

十
万
五
千
二
百
円

別
表
第
二
の
二
第
一
号
（
一
）
中
「
十
一
万
二
千
五
百
円
」
を
「
十
一
万
五
千
二
百
円
（
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
十
万
六
千
三
百
円
）
」
に
、
「
十
五
万
七
千
九
百
円
」
を
「
十
六
万
千
七
百
円
（
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

十
五
万
二
千
八
百
円
）
」
に
、
「
二
十
二
万
七
百
円
」
を
「
二
十
二
万
千
九
百
円
（
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二

十
一
万
三
千
六
百
円
）
」
に
、
「
三
十
万
九
千
百
円
」
を
「
三
十
一
万
七
百
円
（
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
三
十

万
二
千
三
百
円
）
」
に
、
「
五
十
四
万
四
千
四
百
円
」
を
「
五
十
六
万
六
千
五
百
円
（
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

五
十
五
万
七
千
百
円
）
」
に
改
め
、
同
号
（
二
）
１
中
「
八
十
三
万
千
七
百
円
」
を
「
八
十
三
万
六
千
百
円
（
電
子
申
請
に
よ

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
八
十
万
二
千
三
百
円
）
」
に
、
「
百
三
万
九
千
六
百
円
」
を
「
百
四
万
五
千
百
円
（
電
子
申
請
に
よ
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
百
万
二
千
八
百
円
）
」
に
、
「
百
四
十
七
万
二
百
円
」
を
「
百
六
十
七
万
三
千
八
百
円
（
電
子
申
請
に
よ

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
百
六
十
万
九
千
三
百
円
）
」
に
改
め
、
同
号
（
二
）
２
中
「
六
十
五
万
二
千
円
」
を
「
六
十
五
万
五
千

四
百
円
（
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
六
十
二
万
千
五
百
円
）
」
に
、
「
七
十
七
万
百
円
」
を
「
七
十
九
万
千
四
百

円
（
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
七
十
五
万
五
千
四
百
円
）
」
に
改
め
、
同
号
（
二
）
３
中
「
六
十
五
万
二
千
円
」
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を
「
六
十
五
万
五
千
四
百
円
（
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
六
十
二
万
千
五
百
円
）
」
に
、
「
七
十
七
万
百
円
」
を

「
八
十
三
万
五
百
円
（
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
七
十
九
万
二
千
百
円
）
」
に
改
め
、
同
号
（
三
）
中
「
十
八
万

七
千
五
百
円
」
を
「
二
十
一
万
二
千
八
百
円
（
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
十
万
二
千
二
百
円
）
」
に
改
め
、
同

号
（
四
）
及
び
（
五
）
中
「
十
六
万
三
千
円
」
を
「
十
六
万
三
千
八
百
円
（
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
五
万
五

千
五
百
円
）
」
に
改
め
、
同
表
第
二
号
中
「
十
一
万
二
千
五
百
円
」
を
「
十
一
万
五
千
二
百
円
（
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
十
万
六
千
三
百
円
）
」
に
、
「
十
五
万
七
千
九
百
円
」
を
「
十
六
万
千
七
百
円
（
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
十
五
万
二
千
八
百
円
）
」
に
、
「
十
二
万
九
千
七
百
円
」
を
「
十
三
万
三
千
三
百
円
（
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
十
二
万
四
千
四
百
円
）
」
に
、
「
三
十
九
万
三
千
三
百
円
」
を
「
三
十
九
万
五
千
六
百
円
（
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
三
十
七
万
八
千
八
百
円
）
」
に
、
「
十
四
万
七
百
円
」
を
「
十
六
万
二
百
円
（
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は

、
十
四
万
九
千
六
百
円
）
」
に
、
「
十
一
万
八
千
八
百
円
」
を
「
十
一
万
九
千
四
百
円
（
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は

、
十
一
万
千
百
円
）
」
に
、
「
十
五
万
三
千
百
円
」
を
「
十
六
万
千
八
百
円
（
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
五
万

二
千
七
百
円
）
」
に
、
「
十
万
七
千
六
百
円
」
を
「
十
一
万
四
千
四
百
円
（
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
万
五
千

二
百
円
）
」
に
改
め
、
同
表
第
三
号
中
「
十
九
万
八
千
六
百
円
」
を
「
二
十
万
四
千
円
（
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
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、
十
九
万
五
千
二
百
円
）
」
に
改
め
、
同
表
第
四
号
中
「
十
五
万
三
千
百
円
」
を
「
十
五
万
七
千
六
百
円
（
電
子
申
請
に
よ
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
四
万
八
千
七
百
円
）
」
に
改
め
、
同
表
第
五
号
中
「
十
一
万
八
千
八
百
円
」
を
「
十
一
万
九
千
四
百
円

（
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
一
万
千
百
円
）
」
に
改
め
、
同
表
第
六
号
中
「
七
万
四
千
六
百
円
」
を
「
七
万
五

千
百
円
（
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
六
万
六
千
七
百
円
）
」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
三
（
第
三
条
関
係
）区

分

金

額

電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に

お
け
る
金
額

一

法
第
五
十
一
条
第
一
項
の
検
査
を
受
け
る
燃
料
体

（
一
）

燃
料
体
の
数
（
燃
料
要
素
の
集
合
体
で
あ
る

九
万
二
百
円

八
万
五
千
六
百
円

燃
料
体
に
あ
っ
て
は
、
燃
料
要
素
の
数
。
以
下
同

じ
。
）
が
千
個
を
超
え
な
い
場
合

（
二
）

燃
料
体
の
数
が
千
個
を
超
え
る
場
合

九
万
二
百
円
に
千
個
を
超

八
万
五
千
六
百
円
に
千
個
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え
る
千
個
又
は
そ
の
端
数

を
超
え
る
千
個
又
は
そ
の

を
増
す
ご
と
に
七
万
千
百

端
数
を
増
す
ご
と
に
七
万

円
を
加
算
し
た
額

千
百
円
を
加
算
し
た
額

二

法
第
五
十
一
条
第
三
項
の
検
査
を
受
け
る
燃
料
体

前
号
の
額
の
半
額

前
号
の
額
の
半
額

別
表
第
四
第
二
号
中
「
百
三
十
八
万
四
千
三
百
円
」
を
「
百
三
十
九
万
千
七
百
円
（
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

百
三
十
五
万
七
千
九
百
円
）
」
に
、
「
二
百
六
十
一
万
千
二
百
円
」
を
「
二
百
六
十
二
万
四
千
九
百
円
（
電
子
申
請
に
よ
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
二
百
五
十
七
万
四
千
百
円
）
」
に
、
「
四
百
二
十
三
万
三
千
三
百
円
」
を
「
四
百
二
十
五
万
六
千
三
百
円
（

電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
四
百
十
八
万
八
千
五
百
円
）
」
に
、
「
六
百
十
八
万
二
千
八
百
円
」
を
「
六
百
二
十
一

万
五
千
八
百
円
（
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
六
百
十
三
万
千
円
）
」
に
、
「
八
百
三
十
四
万
四
千
八
百
円
」
を
「

八
百
三
十
八
万
九
千
六
百
円
（
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
八
百
二
十
八
万
七
千
八
百
円
）
」
に
、
「
四
十
一
万
五

千
八
百
円
」
を
「
四
十
一
万
八
千
円
（
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
四
十
万
千
二
百
円
）
」
に
改
め
る
。

別
表
第
五
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
五
（
第
五
条
関
係
）
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区

分

金

額

電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に

お
け
る
金
額

一

原
子
炉
本
体

七
万
九
千
円

七
万
八
千
六
百
円

二

原
子
炉
冷
却
系
統
設
備

三
十
四
万
二
千
五
百
円

三
十
四
万
三
百
円

三

計
測
制
御
系
統
設
備

三
十
四
万
二
千
五
百
円

三
十
四
万
三
百
円

四

燃
料
設
備

七
万
九
千
円

七
万
八
千
六
百
円

五

放
射
線
管
理
設
備

七
万
九
千
円

七
万
八
千
六
百
円

六

廃
棄
設
備

七
万
九
千
円

七
万
八
千
六
百
円

七

原
子
炉
格
納
施
設

三
十
四
万
二
千
五
百
円

三
十
四
万
三
百
円

八

蒸
気
タ
ー
ビ
ン

二
十
四
万
四
千
二
百
円

二
十
三
万
四
千
八
百
円

九

附
帯
設
備

七
万
九
千
円

七
万
八
千
六
百
円

別
表
第
六
第
二
号
（
一
）
中
「
十
六
万
三
千
七
百
円
」
を
「
十
六
万
三
千
八
百
円
（
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

十
五
万
六
千
三
百
円
）
」
に
、
「
二
十
万
七
千
九
百
円
」
を
「
二
十
万
九
千
円
（
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
十
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万
七
百
円
）
」
に
、
「
三
十
五
万
九
千
六
百
円
」
を
「
三
十
六
万
千
七
百
円
（
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
三
十
四

万
四
千
八
百
円
）
」
に
改
め
、
同
号
（
二
）
中
「
十
六
万
三
千
七
百
円
」
を
「
十
六
万
四
千
六
百
円
（
電
子
申
請
に
よ
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
十
五
万
六
千
三
百
円
）
」
に
、
「
二
十
万
七
千
九
百
円
」
を
「
二
十
万
九
千
円
（
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
二
十
万
七
百
円
）
」
に
、
「
三
十
五
万
九
千
六
百
円
」
を
「
三
十
六
万
千
七
百
円
（
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
三
十
四
万
四
千
八
百
円
）
」
に
改
め
、
同
号
（
三
）
中
「
十
一
万
八
千
八
百
円
」
を
「
十
一
万
九
千
四
百
円
（
電
子
申

請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
一
万
千
百
円
）
」
に
改
め
、
同
号
（
四
）
及
び
（
五
）
中
「
十
万
二
千
七
百
円
」
を
「
十
万

三
千
三
百
円
（
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
九
万
四
千
九
百
円
）
」
に
改
め
、
同
号
（
六
）
中
「
十
一
万
八
千
八
百

円
」
を
「
十
一
万
九
千
四
百
円
（
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
一
万
千
百
円
）
」
に
、
「
十
六
万
三
千
七
百
円
」

を
「
十
六
万
四
千
六
百
円
（
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
五
万
六
千
三
百
円
）
」
に
改
め
、
同
号
（
七
）
中
「
十

一
万
八
千
八
百
円
」
を
「
十
一
万
九
千
四
百
円
（
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
一
万
千
百
円
）
」
に
改
め
、
同
表

第
三
号
中
「
十
六
万
三
千
七
百
円
」
を
「
十
六
万
四
千
六
百
円
（
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
五
万
六
千
三
百
円

）
」
に
改
め
る
。

附

則
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こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


